
                                               

 

 

 

 

 

 

 

主 催 認定 NPO法人 東葛市民後見人の会（ http://t-shimin –kouken.org ） 

共 催 野田市社会福祉協議会 

後 援 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市、 

我孫子市社協、柏市社協、鎌ヶ谷市社協、流山市社協、松戸市社協 

千葉県生涯大学校東葛飾学園 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 2026 年 ①６月１４日（日）・②６月２８日（日）・③７月１２日（日）・④７月２６日（日） 

          （ 全４日間コース ） 各日とも ９：３０～１６：３０ （初日のみ 9：00 集合） 

会 場  野田市 総合福祉会館 第 3 会議室  野田市鶴奉 5-1 野田市役所敷地内 

（東武野田線「愛宕駅」徒歩 13分） 

対象者  東葛６市に在住・在勤の２０歳以上の方 

定 員  ３５名 

受講料  8,000 円   （資料代含みます。初日（6/14）にお支払いください。） 

申込み  電 話、 Ｅ-mail または下記の QR コード®にて、お申込みください。 

 ○電 話   080-8438-0218 （研修委員 松浦）            ○ QR コード®      

 〇Ｅ-ｍａｉｌ kouza@ t-shimin-kouken.org 

【メール記載内容】 ①市民後見人養成講座 

①〒番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 

＊お申込みの際にお預かりする個人情報は、 

ご本人の承諾なく第三者に提供しません。 

締切日  ６月９日 （定員になり次第、締め切ります） 

問合せ  認定ＮＰＯ法人東葛市民後見人の会  研修委員 松浦 (電話：080-8438-0218) 

 

 

老後の暮らしに不安をつのらせている人が多数います。 

障がいのあるご家族を抱えて暮らしている人がいます。 

認知症になっても、障がいがあっても、安心して暮らせる社会をめざす

担い手は「市民後見人」です。市民が市民を支えます。 

今こそ、あなたの出番です。成年後見制度を学びましょう！ 

成年後見制度の理解のみの受講も歓迎です。 

先々その利用・活用、さらに活動を考えている方にお役に立ちます！ 



 

【 講座内容と講師紹介 】 

１． カリキュラム 

【第 1日目】  2026年 6 月 14日（日） 

① 成年後見制度と市民後見活動 ～成年後見制度の理念、市民後見人を目指す理由～ 

② 地域包括支援センターの役割 

③ 障がい者の身上保護 ～ 障がいを持つ人が安心して暮らせるために ～ 

【第２日目】  2026年 6 月 28日（日） 

④ 成年後見制度の法律の仕組 ～法定後見制度・任意後見制度～ 

⑤ 市民後見が後見制度の主役～市民が市民を支える社会に～（福祉ジャーナリスト） 

⑥ 生活保護制度 

【第３日目】  2026年 7 月 12日（日） 

⑦ 介護保険制度 

⑧ 高齢者と消費者被害 

⑨ 認知症の正しい理解と対応について  （医師による解説） 

⑩ 当会現役市民後見人からの実践報告 

【第４日目】  2026年 7 月 26日（日） 

⑪ 社会福祉協議会と日常生活自立支援事業 

⑫ 任意後見制度を活用した「老後の安心プラン」（見守り、死後事務等含む） 

⑬ 終活、最新の相続・遺言の知識 

 

２．講師紹介 （アイウエオ順 敬称略） 

浅川 澄一 福祉ジャーナリスト  元日本経済新聞社編集委員 

   「日経トレンディ」初代編集長  講演・著書多数 

勝本 正實 ほっとスペース流山代表、精神障害者家族会 よつば会会長、流山市教育委員、 

   社会福祉士 精神保健福祉士 認定心理士 

松井 敏史 旭神経内科リハビリテーション病院 院長 

   日本認知症学会 専門医・指導医、日本老年医学会 専門医・指導医・代議員 

宮田 圭佑 司法書士法人あすかフロンティア事務所  司法書士  リーガルサポート会員 

野田市・野田市社協から、専門講師をお願いしています。 

認定 NPO法人 東葛市民後見人の会 

加藤 幸生     理事長 

西沢 芳樹 常務理事 ／ FP 産業カウンセラー 宅建取引士 

現役市民後見人 4名 

 


